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今
年
度
の
「
市
民
税
・
県
民
税

税
額
決
定
通
知
書
兼
納
税
通
知

書
」
は
６
月
12
日
㊎
に
発
送
し
ま

す
。な

お
、
確
定
申
告
期
間
の
延
長

に
伴
い
、
３
月
17
日
㊋
以
降
に
所

得
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
し
た

場
合
は
、
申
告
内
容
を
確
認
後
、

随
時
、
税
額
決
定
通
知
書
ま
た
は

税
額
変
更
通
知
書
を
送
付
し
ま

す
。

※
税
額
の
計
算
方
法
の
詳
細
は
、

通
知
書
に
同
封
す
る
「
市
民

税
・
県
民
税
の
税
額
等
の
明

細
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

①
普
通
徴
収（
個
人
納
付
）の
場
合

【
事
業
所
得
者
な
ど
】

年
４
回
（
６
月
・
８
月
・
10

月
・
翌
年
１
月
）
の
納
期
で
す
。

納
付
書
も
し
く
は
口
座
振
替
で
納

め
て
く
だ
さ
い
。

②
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
の
場
合

【
給
与
所
得
者
】

６
月
か
ら
翌
年
５
月
ま
で
の
12

回
で
給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

今
年
度
の
税
額
決
定
通
知
書

は
、
５
月
中
旬
に
給
与
支
払
者
宛

て
に
発
送
し
て
い
ま
す
。
勤
務
先

を
通
じ
て
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

③
公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
の
場
合

【
年
金
所
得
者
】

前
年
中
お
よ
び
令
和
２
年
４
月

１
日
に
お
い
て
、
公
的
年
金
の
支

払
い
を
受
け
て
い
る
65
歳
以
上
の

方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

公
的
年
金
の
所
得
に
係
る
市
・

県
民
税
が
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

ま
す
。

※
４
月
・
６
月
・
８
月
に
年
金
か

ら
天
引
き
さ
れ
た
額
が
、
今
年

度
の
税
額
を
上
回
る
方
に
は
、

後
日
、
過
納
金
を
還
付
す
る
通

知
を
送
付
し
ま
す
。

毎
年
、
１
月
１
日
に
茂
原
市
内

に
お
住
ま
い
の
方
は
、
収
入
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
年
中
の
所

得
を
申
告
し
て
い
た
だ
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。
申
告
し
て
い
な
い
場

合
は
、
市
・
県
民
税
だ
け
で
な

く
、
国
民
健
康
保
険
税
や
介
護
保

険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
、
保
育
料
、
高
額
療
養
費
の
自

己
負
担
限
度
額
な
ど
の
決
定
が
正

し
く
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
次
の
①
～
④
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方
は
申
告
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

①
税
務
署
に
確
定
申
告
書
を
提
出

さ
れ
た
方

②
給
与
所
得
の
み
の
方
で
、
勤
務

先
か
ら
茂
原
市
へ
給
与
支
払
報

告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方

（
提
出
の
有
無
は
勤
務
先
へ
確

認
し
て
く
だ
さ
い
）

③
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
の
み

で
、
扶
養
、
医
療
費
な
ど
の
各

種
控
除
を
受
け
な
い
方

④
税
制
上
の
被
扶
養
者
等
と
な
っ

て
い
る
方

問
合
せ

市
民
税
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
７
、
⒇
１
６
０
９

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
な
ど
、
納
期
内
に
納

付
で
き
な
い
事
情
の
あ
る
方
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

収
税
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
８
、
⒇
１
６
０
９

●■商事

年金機構

④税額決定通知書
③公的年金からの特別徴収の場合

６月12日
発送

④納税
納期　年４回

（６月・８月・10月・翌年１月）

勤務先
（給与支払者）

③納税通知書

①申告書

①給与支払報告書

③課税データ

①年金支払報告書

⑤給与天引き

④税額決定通知書

⑥納税

⑤年金天引き ⑥納税
年金保険者

②給与からの特別徴収の場合

納税義務者

納税義務者

納税義務者

市役所

市役所

市役所

①普通徴収の場合

６月12日
発送

②税額計算

②税額計算

②税額計算

納税方法

③税額決定通知書

市・県民税の
税額決定・納税通知書を
発送します
　市・県民税は、市や県の行政を支える大切な財源
のひとつです。原則として毎年１月１日現在で市内に
お住まいの方が対象になります。


